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原子力規制庁の主な対応（１０月２日以降） 

（東京電力福島第一原子力発電所関連） 

 

平成２５年１１月６日  

柏崎刈羽原子力規制事務所  

 

 
【原子力規制委員会】 

（１０月９日） 

・東京電力（株）福島第一原子力発電所Ｂ南エリア汚染水貯留タンクからの

漏えいについて報告 

（１０月１６日） 

・東京電力（株）福島第一原子力発電所淡水化処理装置からの汚染水漏えい

について報告 

 (１０月２３日) 

・東京電力「福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画」の変更

許可申請（モバイル式処理設備の設置等）があった実施計画は許可条件を

満たしていると認められることから許可申請について了承 

・東京電力からの報告書「福島第一原子力発電所で発生した汚染水漏えいに

関する貴庁長官指示に基づくご報告について」（１０月１５日受領）につい

て 

（１０月２８日） 

 ・１０月２３日（水）第２８回原子力規制委員会の議論を踏まえ、原子力規

制委員会田中委員長が東京電力株式会社廣瀬代表執行役社長と面会。 

（１０月３０日） 

 ・東京電力「福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画」の変更

（燃料取出しにおける健全性確認及び取扱い等）の認可申請について了承 

 ・東電廣瀬社長と田中委員長との面談概要について報告【別添１】 

 

【原子力規制庁】 

（１０月２日） 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所における汚染水貯留タンクからの汚

染水漏えいについて報告を受けました。 

原子力規制庁は、１０月２日、東京電力株式会社から、福島第一原子力発

電所における汚染水貯留タンクからの汚染水漏えいについて、核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく報告を受けました。 
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（１０月４日） 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所汚染水の管理徹底を指示  

原子力規制庁は４日、東電の広瀬直己社長を同庁に呼び汚染水管理の徹底

を指示し、１週間を目処に改善策の提出を命じました。 

 

（１０月９日） 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所における淡水化装置からの汚染水漏

えいについて報告を受けました 

原子力規制庁は、１０月９日、東京電力株式会社から、福島第一原子力発

電所における淡水化装置からの汚染水漏えいについて、核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく報告を受けました。 

 

（１０月１５日） 

 原子力規制庁長官指示に基づく東京電力株式会社からの報告の受領について 

平成２５年１０月４日（金）に原子力規制庁池田克彦長官から東京電力株

式会社に対し指示をした件について、１５日（火）１０時に東京電力株式会

社から報告書を受領しました。 

 

【原子力規制委員会 検討チーム等】 

○特定原子力施設監視・評価検討会 

１０月３０日 第１５回会合 

＜汚染水対策検討ワーキンググループ＞ 

１０月１５日 第８回ＷＧ開催    １０月２４日 第９回ＷＧ開催 

 

○東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会 

１０月７日  第４回会合 

 

○海洋モニタリングに関する検討会 

  １０月２１日 第２回会合 

 

○帰還に向けた安全・安心対策に関する検討チーム 

  １０月３日  第２回会合      １０月１６日 第３回会合 

 

 

（以上） 



別添






